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 ～障害のある方のコミュニケーションを支援～ 

障害者ＩＣＴ相談窓口を開設します 

と き １月 11日(水) 

と こ ろ 中村橋福祉ケアセンター 

区は、１月 11 日(水)より、中村橋福祉ケアセンターに「障害者ＩＣＴ相談窓口」を開設する。 

窓口では、イラスト・文字で会話を補助するアプリやパソコンを視線の動きで操作できる機器など、

障害者の意思疎通を助けるツールの相談や体験、貸出、操作方法のサポートを行う。また、障害者施

設の職員等に向けて、機器の活用事例や活用方法を学ぶ研修を実施する。 

この取組は、令和４年第二回定例会において成立した「練馬区障害者の意思疎通の促進と手話言語

の普及に関する条例」に基づき実施する、障害者の意思疎通支援の取組の一つ。条例の検討の中で障

害当事者等からは、「スマートフォンの読み上げ機能など便利なアプリがあるが使いこなせない。」「視

線入力の機器の使い方を教えてもらいたい」等、ＩＣＴを活用したいが、利用できていないとの声が

寄せられていた。 

区は、これまでも、障害者のコミュニケーション手段の充実を図るため、障害者を対象としたパソ

コン教室や障害者へのＩＣＴ支援ボランティアの育成などに取り組んできた。今回、相談窓口を開設

し、連携する地域団体が自宅に訪問して機器のセットアップを支援するなど、さらにサービスを拡大

する。 

 

【ＩＣＴ相談窓口の概要】 

 （１）場所 

 中村橋福祉ケアセンター（練馬区貫井一丁目５番１号） 

 （２）時間 

毎週水曜日 午前９時～午後５時（メールやＦＡＸは随時受付） 

 （３）事業内容 

    ① 情報支援機器の相談や体験、貸出、操作方法の支援。必要に応じ、連携する地域団体 

     （ＮＰＯ法人練馬ぱそぼらん、ＮＰＯ法人ＩＣＴ救助隊）が自宅に訪問して機器のセット 

アップ等を支援 

    ② 障害者施設の職員等に対し、情報支援機器の活用事例や活用方法に関する研修を実施 
 

【情報支援機器の例】 

・こえとら                   ・トーキングエイド 

 

 

 

 

 

【参考：練馬区障害者の意思疎通の促進と手話言語の普及に関する条例】 

令和４年６月 22日報道発表資料（該当ページへリンク）のとおり 

 

 

【問合せ】練馬区 障害者サービス調整担当課 事業調整担当係  電話：０３－５９８４－４６０２ 

スマートフォンで入力した

文字の音声変換、音声の文

字変換で、聴覚障害のある

方の会話を支援する。 

脳性麻痺などで言葉が出に

くい方の会話を絵文字やイ

ラストで補完する。 

https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/koho/hodo/r4/r406/20220622.html

